
薗部:近江国における村落神話について

近
江
田
に
お
け
る
村
落
神
話
に
つ
い
て

は
じ
め
に

本
稿
で
は
、
近
江
固
に
お
け
る
村
落
神
話
を
考
察
す
る
。
村
落
神
話
と
は
、
中

世
村
落
の
草
創
に
関
す
る
神
話
で
あ
る

(
l
)
O

ま
た
中
世
村
落
の
草
創
は
、
土
地
の

開
発
に
伴
う
も
の
で
あ
る
の
で
、
村
落
神
話
は
開
発
神
話
、
開
発
に
関
す
る
神
話

的
な
物
語
で
も
あ
る
。

ま
た
村
落
神
話
は
、
村
落
内
身
分
集
団
の
自
己
認
識
と
し
て
、
宮
座
祭
杷
で
再

現
さ
れ
て
い
た
。
主
に
次
の
三
つ
の
形
で
、
村
落
神
話
は
語
ら
れ
て
い
た
。

(A)
祭
神
と
祭
記
者
と
の
始
源
的
関
係
の
再
現

(B)
祭
具
・
供
物
の
神
話
的
意
義
の
提
示

(
C
)
村
落
神
話
の
演
劇
的
な
復
原
・
反
復

な
お
、
村
落
内
身
分
と
は
、
村
落
集
団
に
よ
り
お
の
お
の
独
自
に
認
定
・
保
証

さ
れ
、
一
義
的
に
は
そ
の
村
落
内
で
通
用
し
、
村
落
財
政
に
よ
り
支
え
ら
れ
た
身

分
体
系
で
あ
る

2
0

こ
れ
ら
の
点
を
ふ
ま
え
て
、
近
江
田
に
お
け
る
事
例
を
み
て
い
こ
う
。

欄
原
若
王
子
大
明
神

ま
ず
最
初
に
と
り
あ
げ
る
の
は
、
蒲
生
郡
樹
原
郷
締
田
荘
(
現
滋
賀
県
東
近
江

薗

部

寿

務I

市
締
田
町
)
に
あ
る
欄
原
若
王
子
大
明
神
(
現
樹
原
稲
荷
神
社
)
の
事
例
で
あ
る
。

こ
の
事
例
は
以
前
、
概
略
を
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る

E
が
、
今
回
、
改
め
て
そ

の
詳
細
を
考
察
す
る
。

(
表
紙
)

「
近
江
田
蒲
生
郡
樹
原
郷
締
田
之
庄

締
田
村
之
棚
原
大
明
神
之
由
来
」

初
原
若
王
子
大
明
神
之
由
来

抑
掬
原
大
明
神
之
由
来
ヲ
尋
ル
ニ
、
昔
、
当
村
ヨ
リ
南
之
山
手
之
方
ニ
溜
池

之
水
之
上
一
一
、
掬
之
木
ニ
テ
造
り
た
る
く
る
け
ニ
乗
り
、
年
六
歳
斗
り
之
童

子
壱
人
現
ハ
れ
し
ニ
、
村
之
者
不
思
儀
之
余
り
、
何
方
ハ
何
人
様
ニ
候
ト
問
、

答
て
、
予
者
神
也
、
此
辺
ニ
杜
ヲ
築
て
く
れ
か
し
と
言
り
、
神
な
れ
ハ
何
等

之
奇
瑞
を
顕
し
賜
へ
と
言
、
村
へ
帰
り
、
翌
日
、
村
之
者
、
山
へ
行
ハ
、
昨

日
迄
野
原
ニ
て
有
し
所
五
拾
間
四
方
ニ
長
サ
壱
丈
斗
り
之
捌
之
木
生
ニ
け

り
、
是
よ
り
神
之
奇
瑞
也
と
て
、
五
拾
間
四
方
之
杜
と
定
メ
神
を
祭
り
、
其

(
子
腕
)

名
を
捌
原
若
玉
大
明
神
と
奉
申
て
候
也
と
イ
ヱ
り
、
延
徳
元
酉
年
迄
ハ
氏

子
、
締
田
村
・
石
塔
村
・
平
林
村
・
蓮
花
寺
村
・
野
出
村
・
下
小
房
村
・
上

小
一
一
房
村
・
寺
村
・
川
合
村
・
岡
本
村
・
大
塚
村
外
弐
拾
五
ヶ
村
、
棚
原
之
郷
、

締
田
之
庄
之
大
宮
也
し
か
、
其
後
、
元
亀
天
正
之
頃
、
国
中
大
ニ
乱
れ
、
宮

之
修
服
も
難
行
届
、
夫
ニ
付
、
右
村
々
え
神
器
を
持
別
れ
、
氏
神
と
す
る
也
、

n
w
u
 

q
d
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今
之
社
者
、
昔
大
宮
樹
原
祭
り
之
御
旅
所
也
し
か
、
元
和
一
二
巳
年
、
宮
を
造

り
、
締
田
村
之
氏
神
と
申
候
也

安

永

二

巳

年

十

一

月

了

味

書

之

Z

こ
れ
は
、
一
七
七
三
(
安
、
丞
乙
年
の
棚
原
大
明
神
由
緒
書
で
あ
る
。
こ
れ
に

よ
る
と
、
昔
、
締
田
村
よ
り
南
の
山
手
の
方
、
溜
池
の
水
の
上
に
胡
の
木
で
造
っ

た
「
く
る
け
」
に
乗
り
、
年
六
歳
ば
か
り
の
一
人
の
童
子
が
現
れ
た
と
い
う
。
「
く

る
け
」
と
は
船
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

村
の
者
た
ち
が
不
思
議
に
思
っ
て
、
童
子
に
誰
何
し
た
。
す
る
と
章
子
は
「
私

は
神
で
あ
る
。
こ
の
辺
り
に
杜
を
築
い
て
ほ
し
い
」
と
言
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
村

人
た
ち
は
「
神
様
な
ら
ば
、
何
ら
か
の
奇
瑞
を
顕
し
て
下
さ
い
」
と
返
事
を
し
て
、

村
に
帰
っ
た
。
翌
日
、
村
の
者
が
山
に
行
く
と
昨
日
ま
で
野
原
だ
っ
た
五
O
開

(
約
九
一
メ
ー
ト
ル
)
四
方
の
場
所
が
、
一
丈
(
約
三
メ
ー
ト
ル
)
も
あ
る
捌
(
と

や
り
)
の
林
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
こ
れ
こ
そ
神
の
奇
瑞
だ
と
い
う
こ
と
で
、
こ

の
五
O
間
の
場
所
を
境
内
と
し
て
杜
を
建
立
し
、
棚
原
若
王
子
大
明
神
と
し
て
お

祭
り
し
た
。

以
前
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
神
が
自
ら
を
神
と
自
称
し
、
そ
れ
に
対
し
て
奇

瑞
を
顕
さ
な
け
れ
ば
信
仰
し
な
い
と
突
っ
ぱ
ね
る
村
人
た
ち
、
こ
の
点
に
、
中
世

的
な
信
仰
の
形
が
よ
く
示
し
て
い
る
。

こ
の
神
話
は
、
村
落
の
開
発
・
創
始
を
直
接
的
に
は
示
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、

以
下
の
各
点
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

ま
ず
、
こ
の
神
話
で
、
棚
原
若
王
子
大
明
神
が
溜
池
か
ら
出
現
し
て
い
る
点
に

注
意
し
た
い
。
水
利
に
乏
し
い
こ
の
地
域
で
、
溜
池
は
重
要
な
瀧
蹴
施
設
で
あ
っ

た
(
5
)
O

こ
の
神
話
で
は
、
初
原
若
王
子
大
明
神
が
こ
の
溜
池
に
関
わ
る
神
で
あ
る

こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
水
利
は
、
村
落
開
発
の
重
要
な
前
提
で
あ
る
。

ま
た
、
棚
原
若
王
子
大
明
神
が
、
一
夜
に
し
て
野
原
を
一
面
の
棚
木
の
原
に
し

た
こ
と
に
も
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
神
は
水
の
み
な
ら
ず
、
植
物
の
生
育
に

も
力
を
も
っ
神
と
み
な
し
、
村
人
た
ち
は
信
仰
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
は
、

村
落
開
発
の
前
提
と
な
る
宗
教
的
事
象
と
し
て
重
要
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
神
が
造
成
し
た
樹
木
の
原
が
「
樹
原
」
の
地
名
そ
の
も
の
に
な
っ

て
い
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

こ
の
棚
原
若
王
子
大
明
神
は
、
由
緒
書
に
あ
る
よ
う
に
締
田
村
・
石
塔
村
・
平

林
村
・
蓮
花
寺
村
・
野
出
村
・
下
小
房
村
・
上
小
房
村
・
寺
村
・
川
合
村
・
岡
本

村
・
大
塚
村
な
ど
二
五
ヶ
村
に
よ
り
祭
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
村
々
は
、
締
田

荘
・
麻
生
荘
・
市
子
荘
に
属
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
樹
原
若
王
子
大
明
神
は
、

こ
の
二
一
荘
園
を
祭
組
圏
と
す
る
広
域
の
鎮
守
杜
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

締
田
荘
・
麻
生
荘
・
市
子
荘
は
い
ず
れ
も
花
山
院
家
領
(
締
田
荘
は
、
中
世
後

期
、
そ
の
一
部
が
相
国
寺
鹿
苑
院
領
と
な
る
)
で
あ
る

(
6
)
O

掬
原
若
王
子
大
明
神

は
、
大
塚
村
の
北
東
に
あ
る
捌
原
山
に
あ
っ
た
。
樹
原
郷
と
い
う
地
名
は
、
こ
の

樹
原
山
に
ち
な
み
、
樹
原
若
王
子
大
明
神
の
祭
記
圏
で
あ
る
締
田
荘
・
麻
生
荘
・

市
子
荘
の
領
域
を
示
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
神
話
で
語
ら
れ
る
「
捌
原
」
の
地
名
起
源
伝
承
は
、
と
り

も
な
お
さ
ず
、
樹
原
郷
の
始
源
を
物
語
る
も
の
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
点
か
ら
、
こ
の
梯
原
大
明
神
由
緒
書
は
樹
原
郷
の
村
落
神
話
と
位
置
づ

け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
の
後
、
相
原
郷
の
村
々
が
自
立
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
鎮
守
杜
を
持
つ
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
二
ハ
一
七
(
元
和
三
)
年
、
も
と
御
旅
所
で
あ
っ
た
地
に

棚
原
若
王
子
大
明
神
は
遷
座
し
、
締
田
村
の
鎮
守
杜
・
樹
原
稲
荷
神
社
と
な
っ
た
。

そ
こ
で
、
次
の
史
料
を
み
て
み
た
い
。
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一
往
古
、
大
塚
村
領
内
ニ
棚
原
大
明
神
与
申
大
社
在
之
、
右
大
明
神
之
氏
子
ニ

大
頭

御
座
候
雨
、
宗
旨
之
節
は
宮
老
人
内
ニ
而
弐
人
ッ
、
当
番
之
者
よ
り
村
中
え

小
頭
弐
人
ッ
、

米
壱
石
弐
斗
を
以
振
舞
仕
来
り
候
(7)

こ
れ
は
、
一
七
八
O

(
安
永
九
)
年
に
書
写
さ
れ
た
、
一
五
O
六
(
永
正
二
一
)

年
老
中
古
書
来
写
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
締
田
村
の
宮
座
で
は
毎
年
、
大
頭
・

小
頭
の
頭
役
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
祭
記
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か

る
。
文
中
の
三
古
田
」
は
、
近
江
国
の
宮
座
祭
杷
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
宮
座
儀

礼
「
シ
ユ
ウ
シ
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ま
た
老
中
と
か
宮
老
人
と
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
宮
座
は
臆
次
成
功
制

宮
座
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
老
中
古
書
来
写
に
は
、
一
五
O
六
(
永
正
一
二
)
年
か
ら
一
八
四
五
(
弘

化
二
)
年
ま
で
、
毎
年
、
大
頭
・
小
頭
の
頭
役
を
勤
仕
し
て
き
た
者
の
名
簿
が
書

き
継
が
れ
て
い
る
。
椅
田
村
に
捌
原
若
王
子
大
明
神
が
遷
座
し
た
の
は
一
六
一
七

(
元
和
一
一
一
)
年
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
み
て
、
老
中
古
書
来
写
に
は
、
も

と
も
と
締
田
村
の
鎮
守
で
あ
っ
た
寺
村
稲
荷
神
社
の
頭
役
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
、
樹
原
若
王
子
大
明
神
の
遷
座
後
に
は
、
樹
原
稲
荷
神

社
と
し
て
、
宮
座
祭
杷
が
継
続
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

捌
原
郷
の
惣
郷
鎮
守
杜
で
あ
っ
た
時
期
の
掬
原
若
王
子
大
明
神
の
祭
杷
形
態
は

不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
締
田
村
で
の
宮
座
祭
杷
か
ら
推
し
て
、
惣
郷
鎮
守

杜
時
代
の
樹
原
若
王
子
大
明
神
で
も
、
惣
郷
レ
ベ
ル
で
の
宮
座
祭
杷
が
営
ま
れ
て

い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
史
料
的
な
根
拠
は
な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
推
測
し

て
お
き
た
い
。

金
峯
塔
王

次
は
、
神
崎
郡
佐
自
村
。
現
在
の
東
近
江
市
佐
目
町
、
若
宮
八
幡
神
社
の
境
内

社
に
塔
お
金
神
社
が
あ
る
。
そ
の
縁
起
、
御
金
塔
尾
之
縁
起
を
み
て
み
よ
う
。

(
人
皇
)

(
前
略
)
仁
王
六
十
六
代
一
条
院
即
位
三
年
永
酢
元
年
己
丑
歳
八
月
三
日
百

刻
、
一
一
一
方
日
出
後
為
一
也
、
此
時
亦
天
下
大
卒
、
左
目
之
老
若
、
水
謡
垢
離

精
進
潔
斎
而
、
十
余
人
倶
相
諾
云
、
彼
御
金
之
峯
近
入
山
欲
奉
乞
雨
、
同
意

而
致
登
山
、
(
中
略
)
光
輝
如
鑑
大
地
、
仰
観
之
、
錦
如
設
謹
空
中
物
、
有
数

十
丈
余
、
中
有
如
裏
日
月
物
、
(
中
略
)
於
此
中
一
老
父
、
漸
発
微
芦
云
、

(
中
略
)
参
御
金
峯
近
塔
尾
辺
、
為
奉
乞
雨
、
村
之
老
若
十
余
人
、
皆
入
此
山
、

倶
致
祈
念
、
伏
願
要
降
雨
、
一
言
未
了
、
従
雲
中
可
也
答
也
、
答
未
了
、
十
七

八
之
童
子
著
冠
捜
厳
衣
裳
、
立
向
十
余
人
者
云
、
御
山
之
中
者
、
汝
等
如
所

願
要
降
雨
也
、
相
語
了
、
忽
然
即
甚
風
甚
雨
、
需
震
雷
声
、
(
中
略
)
十
余
人

者
稽
首
合
掌
云
、
南
無
薬
師
瑠
璃
光
如
来
、
金
峯
塔
玉
、
此
山
之
龍
神
、
願

再
令
帰
我
在
処
、
観
念
祈
誓
而
運
歩
、
漸
帰
著
左
目
之
村
、
撰
見
人
数
者
、

一
人
失
而
無
君
、
村
之
老
若
男
女
相
束
、
暗
涙
悲
流
慮
、
少
意
、
不
湿
雨
、

不
侵
風
而
帰
、
故
間
如
何
、
云
、
先
之
着
冠
厳
裳
童
子
有
、
御
引
我
手
、
参

金
峯
塔
尾
、
童
子
云
、
従
今
汝
為
令
成
先
達
也
、
無
先
達
者
勿
入
此
山
、
汝

看
之
、
狼
入
山
致
悪
逆
者
、
徒
在
世
犯
罪
障
者
、
以
業
秤
如
此
戒
之
懸
之
也
、

誠
開
此
語
見
此
事
、
恐
怖
而
看
大
木
之
木
末
、
廿
余
之
大
男
懸
枯
枝
、
如
紅

舌
低
胸
臆
問
、
被
閉
両
限
、
苦
痛
声
聞
胴
内
、
(
中
略
)
童
子
云
、
汝
者
謂
無

為
而
帰
去
子
村
里
者
、
従
言
下
帰
著
也
、
(
中
略
)
発
奇
特
思
見
、
踏
足
草
軽

微
無
破
損
、
為
踏
無
痕
、
見
草
鮭
底
只
杉
葉
有
二
、
(
中
略
)
神
託
云
、
於
金

(
同
)

峯
塔
尾
之
山
而
乱
妨
狼
籍
之
輩
者
、
必
可
与
罪
罰
、
其
次
第
純
、
第
一
者
六
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親
、
第
二
者
村
人
、
第
三
者
郷
、
第
四
者
郡
、
第
五
者
其
身
也
、
神
罰
仏
罰

長
無
止
、
永
無
休
、
(
下
略
)

(

8

)

こ
の
御
金
塔
尾
之
縁
起
の
「
初
書
記
」
は
九
七
六
(
貞
元
元
)
年
と
さ
れ
て
い

る
が
、
奥
書
に
よ
る
と
一
六
五
一
(
慶
安
四
)
年
の
書
写
に
な
る
も
の
で
あ
る
。

縁
起
の
前
半
は
、
御
金
塔
尾
と
い
う
地
名
の
由
来
と
も
な
る
薬
師
如
来
の
「
檀

金
」
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
こ
と
と
す
る
。
こ
こ
に

引
用
し
た
縁
起
の
後
半
に
つ
い
て
、
読
み
下
し
て
み
よ
う
。

①
人
皇
六
十
六
代
一
条
院
の
即
位
三
年
、
永
一
昨
元
年
己
丑
歳
入
月
コ
一
日
酉
刻
に
、

コ
一
方
に
日
が
出
て
、
後
に
一
つ
に
為
る
な
り
。
こ
の
時
、
ま
た
天
下
大
皐
た
り
。

左
目
の
老
若
、
水
掻
き
、
垢
離
、
精
進
潔
斎
し
て
、
十
余
人
、
倶
に
相
語
ら
い

で
云
わ
く
「
彼
の
御
金
の
峯
近
く
に
入
山
し
、
雨
を
乞
い
奉
ら
ん
と
欲
す
」
と
。

同
意
し
て
、
登
山
を
致
す
。
(
中
略
)

②
光
り
輝
く
こ
と
鑑
の
ご
と
き
大
地
な
り
。
こ
れ
を
仰
ぎ
観
る
に
、
錦
や
識
語
の

ご
と
き
空
中
の
物
、
数
十
丈
余
有
り
。
中
に
日
月
を
衰
む
ご
と
く
な
る
物
有

り
。
(
中
略
)
こ
の
中
の
一
老
父
、
漸
く
微
声
を
発
し
て
云
わ
く
「
(
中
略
)
御

金
峯
近
く
塔
尾
辺
り
に
参
り
、
雨
を
乞
い
奉
ら
ん
た
め
に
、
村
の
老
若
十
余
人
、

皆
こ
の
山
に
入
り
て
、
倶
に
祈
念
を
致
す
。
伏
し
て
願
う
は
、
要
は
降
悶
な

り
」
。
一
言
、
未
だ
了
わ
ら
ざ
る
に
、
雲
中
よ
り
「
可
な
り
」
と
答
え
る
な
り
。
仲
人
口

え
未
だ
了
わ
ら
ざ
る
に
、
十
七
八
の
童
子
、
冠
楼
を
著
し
衣
裳
を
厳
か
に
し
て
、

十
余
人
の
者
に
立
ち
向
か
い
て
云
わ
く
、
「
御
山
の
中
の
者
よ
。
汝
ら
の
所
願

の
要
の
ご
と
く
、
雨
を
降
ら
せ
る
な
り
」
と
相
語
ら
い
了
り
て
、
忽
然
と
し
て

即
ち
甚
だ
し
き
風
、
甚
だ
し
き
雨
、
震
震
し
て
雷
声
あ
り
。
(
中
略
)
十
余
人
の

者
、
稽
首
、
合
掌
し
て
云
わ
く
、
「
南
無
薬
師
瑠
璃
光
如
来
、
金
峯
塔
王
、
こ
の

山
の
龍
神
よ
。
願
わ
く
ば
、
再
び
我
が
在
処
へ
帰
ら
せ
し
め
よ
」
。
観
念
し
、
祈

誓
し
て
歩
を
運
ぶ
に
、
漸
く
左
目
の
村
に
帰
著
す
。

①
人
数
を
撰
び
見
れ
ば
、
一
人
失
い
て
な
き
な
り
。
村
の
老
若
男
女
、
相
緊
ま
り

て
、
時
き
の
涙
を
悲
し
く
流
す
慮
に
、
少
し
も
雨
に
湿
ら
ず
、
風
に
侵
さ
れ
ず

し
て
、
帰
る
。
故
を
問
う
に
い
か
ん
。
云
わ
く
、
「
こ
れ
に
先
立
ち
て
、
冠
と
厳

か
な
裳
を
着
た
章
子
あ
り
。
我
が
手
を
御
引
き
に
な
っ
て
金
峯
塔
尾
に
参
る
。

童
子
云
わ
く
「
今
よ
り
汝
を
先
達
と
な
さ
し
め
ん
た
め
な
り
。
先
達
な
く
ん
ば
、

こ
の
山
に
入
る
こ
と
な
か
れ
。
汝
、
こ
れ
を
看
よ
。
狼
に
山
に
入
り
悪
逆
を
致

す
者
、
徒
ら
に
世
に
在
り
て
罪
障
を
犯
す
者
、
業
の
秤
を
も
っ
て
、
か
く
の
ご

と
く
、
こ
れ
を
戒
め
、
こ
れ
に
懸
け
る
な
り
』
o

誠
に
こ
の
語
を
聞
き
、
こ
の
事

を
見
る
。
恐
怖
し
て
大
木
の
木
末
を
看
る
に
、
廿
余
り
の
大
男
、
枯
れ
枝
に
懸

か
る
。
紅
の
ご
と
く
舌
は
胸
臆
の
聞
に
低
れ
る
。
両
眼
を
閉
じ
ら
れ
、
苦
痛
の

声
、
胴
内
に
聞
こ
ゆ
。
(
中
略
)
童
子
云
わ
く
、
『
汝
は
無
為
に
し
て
帰
り
去
り

て
、
村
里
の
者
に
謂
え
』
。
一
言
下
よ
り
帰
著
す
る
な
り
」
と
。
(
中
略
)
奇
特
の

思
い
を
発
し
て
見
る
に
、
踏
み
足
の
草
軽
は
微
か
に
も
破
損
な
し
。
踏
む
た
め

の
痕
も
な
し
。
事
睦
底
を
見
る
に
、
た
だ
杉
の
葉
二
つ
有
り
。
(
中
略
)

④
神
託
に
云
わ
く
、
「
金
峯
塔
尾
の
山
に
し
て
乱
妨
狼
籍
の
輩
に
は
、
必
ず
罪
罰
を

与
え
る
べ
し
。
そ
の
次
第
順
、
第
一
は
六
親
、
第
二
は
村
人
、
第
三
は
郷
、
第

四
は
郡
、
第
五
は
そ
の
身
な
り
。
神
罰
仏
罰
は
長
く
や
む
こ
と
な
し
、
永
く
休

む
こ
と
な
し
」
と
。

ま
ず
①
で
は
大
早
な
の
で
、
雨
乞
の
た
め
に
御
金
の
峯
近
く
に
登
山
す
る
い
き

さ
つ
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
②
雨
乞
を
了
承
す
る
雲
中
か
ら
の
声
が
し
て
、

威
儀
を
正
し
た
童
子
が
現
れ
て
、
神
意
を
更
に
告
げ
た
。
そ
し
て
村
の
老
若
十
余

人
は
無
事
、
村
に
帰
っ
た
。

こ
こ
ま
で
だ
と
、
単
な
る
雨
乞
の
奇
瑞
を
語
る
縁
起
に
す
ぎ
な
い
。
問
題
は
、
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そ
の
後
で
あ
る
。
③
童
子
は
村
人
の
一
人
を
引
き
留
め
て
、
無
断
入
山
者
の
残
酷

な
末
路
を
見
せ
た
。
そ
の
う
え
で
そ
の
村
人
を
「
先
達
」
に
指
名
し
、
先
達
が
い

な
か
れ
ば
何
人
も
入
山
で
き
な
い
こ
と
を
告
げ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
④
で
は
そ

の
神
罰
仏
罰
が
厳
重
で
あ
る
こ
と
を
神
託
と
し
て
告
げ
て
い
る
。

こ
の
縁
起
に
よ
っ
て
、
金
峯
塔
尾
山
に
関
す
る
諸
権
利
は
、
す
べ
て
佐
目
村
が

有
す
る
こ
と
が
保
証
さ
れ
た
。

水
利
や
山
野
の
領
有
が
村
落
開
発
の
前
提
的
な
事
象
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
。
そ
の
う
え
、
こ
の
金
峯
塔
尾
山
は
雨
乞
に
つ
い
て
も
霊
験
あ
る
山
な
の

で
あ
る
。
こ
の
御
金
塔
尾
之
縁
起
は
、
佐
目
村
と
金
峯
塔
尾
山
と
が
一
体
で
あ
る

と
い
う
、
村
の
自
己
認
識
を
示
し
た
村
落
神
話
と
い
え
よ
う
。

佐
目
か
ら
約
一
日
の
行
程
、
滋
賀
県
・
三
重
県
の
県
境
付
近
に
金
峯
塔
尾
山
が

あ
る
。
地
元
の
方
々
の
お
話
や
写
真
な
ど
に
よ
る
と
、
そ
こ
に
は
天
狗
の
貌
に
似

た
奇
岩
の
塔
御
金
様
が
今
で
も
吃
立
し
て
い
る
。

佐
目
村
は
、
中
世
で
は
近
衛
家
領
柿
御
園
に
属
し
て
い
た

E
o
柿
御
園
の
後
身

で
あ
る
、
近
世
の
御
園
郷
六
ヶ
村
で
も
、
金
峯
塔
尾
山
・
塔
お
金
神
社
は
雨
乞
の

神
と
し
て
信
仰
を
集
め
て
い
た
。
雨
乞
の
神
と
し
て
広
範
囲
か
ら
信
仰
さ
れ
て
い

た
こ
と
は
、
中
世
に
も
遡
及
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
若
宮
八
幡
神
社
に
は
、

の
宮
座
が
存
在
し
て
い
た

8
0

か
つ
て
膳
次
成
功
制

伊
香
龍
八
所
大
明
神

三
つ
目
の
事
例
は
、
滋
賀
郡
伊
香
立
荘
、
現
大
津
市
伊
香
立
下
在
地
町
に
あ
る

八
所
神
社
の
来
由
記
で
あ
る
。

(
前
略
)
右
此
尊
(
大
吉
備
諸
進
尊
)
よ
り
三
拾
二
世
遠
孫
に
、
正
二
位
平
群

飛
鳥
真
人
大
連
に
当
り
て
、
(
中
略
)
天
智
六
丁
巳
年
四
月
、
滋
賀
郡
寄
波
庄

を
所
領
に
賜
、
此
虚
地
に
居
館
構
へ
居
住
し
た
ま
ひ
け
り
。
或
目
、
大
連
館

に
あ
り
て
燈
火
の
本
に
独
り
安
坐
ま
し
ノ
¥
し
ハ
、
睡
眠
の
折
か
ら
一
神
来

り
告
て
日
、
此
地
神
代
の
む
か
し
陰
陽
開
け
、
天
地
二
ツ
に
別
れ
し
時
、
波

浪
の
漂
蕩
の
寄
り
集
ま
り
、
凝
掲
れ
る
の
慮
地
な
り
、
ゆ
へ
に
依
て
寄
波
或
漣
作

と
い
ふ
、
汝
永
く
伝
領
す
へ
し
、
我
も
此
に
居
し
て
守
護
す
へ
し
、
我
ハ

理
々
杵
尊
な
り
と
の
た
ま
ひ
ぬ
れ
は
夢
覚
め
ぬ
、
(
中
略
)
夢
に
亦
告
て
日
、

居
館
の
北
の
岡
の
慮
地
に
当
り
て
、
一
夜
に
八
本
の
杉
の
生
ぜ
ん
慮
こ
そ
宮

慮
な
る
へ
し
、
我
ハ
倭
足
彦
国
押
人
尊
な
り
と
の
た
ま
ひ
で
夢
覚
ぬ
れ
は
、

不
思
議
な
ら
む
、
館
舎
の
北
側
の
岡
に
杉
八
本
生
し
た
り
、
時
に
老
翁
来
り

て
告
て
目
、
此
所
に
早
く
宮
殿
を
営
み
た
ま
ひ
な
は
、
我
も
又
跡
垂
ん
、
大

連
と
ふ
て
日
、
君
ハ
何
慮
誰
な
る
そ
や
、
答
て
申
さ
く
、
汝
の
祖
吉
備
諸
進

尊
な
り
と
、
雲
中
に
飛
入
た
ま
ひ
ぬ
る
と
、
異
香
薫
じ
渡
れ
り
、
伺
而
此
地

を
は
異
香
立
の
郷
と
申
呼
り
、
程
な
く
(
中
略
)
岡
山
を
聞
き
て
宮
杜
造
営

し
て
、
惣
荘
の
産
土
神
と
な
す
、
蓋
し
、
八
慮
大
明
神
と
号
奉
る
ハ
、
第
一

環
々
杵
尊
、
第
二
孝
安
天
皇
、
第
三
平
群
天
大
吉
備
諸
進
尊
、
第
四
平
群
椿

井
王
、
第
五
平
群
懐
菟
王
倭
直
大
連
、
第
六
設
日
大
連
、
第
七
平
群
菅
田
連
、

第
八
芦
垣
大
連
等
の
八
所
の
神
な
り
、
亦
々
飛
鳥
真
人
館
所
の
地
に
熊
野
三

慮
の
神
を
祭
り
て
、
鎮
守
の
神
と
な
す
、
然
後
、
飛
鳥
真
人
大
連
五
世
の
苗
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育
椿
井
中
将
、
平
群
朝
臣
懐
房
の
代
に
当
り
て
、
聖
武
天
皇
の
御
宇
神
亀
元

甲
子
九
月
、
当
国
伊
香
郡
の
山
中
口
那
歳
に
大
龍
あ
っ
て
暴
悪
を
な
せ
り
、
(
中

略
)
懐
房
、
龍
尾
を
以
て
山
の
麓
の
慮
地
に
埋
み
、
龍
尾
塚
と
い
ふ
今
伊
香
郡
椿

井
龍
塚
是
也
、
夫
よ
り
当
虚
の
館
に
帰
来
り
て
、
龍
昔
を
此
地
内
に
埋
ん
で
、
異

香
立
を
改
め
て
伊
香
龍
の
郷
と
申
呼
れ
り
、
就
中
、
八
所
大
明
神
も
此
刻
よ

り
平
群
伊
香
龍
入
所
大
明
神
と
号
し
奉
れ
り
と
そ
、
白
鷺
二
羽
も
神
使
な
る

事
を
感
し
、
相
住
の
宮
と
号
し
て
本
宮
の
側
に
勧
請
せ
り
、
平
群
飛
鳥
真
人

大
連
も
若
宮
大
権
現
と
崇
祭
る
な
り
、
是
よ
り
恒
例
と
し
て
四
月
午
の
日
を

以
て
神
事
と
な
す
、
(
中
略
)

正
長
元
戊
申
年
春
三
月
十
四
日

E

次
に
、
こ
の
一
回
二
八
(
正
長
元
)
年
淡
海
滋
賀
伊
香
龍
八
所
大
明
神
来
由
記

の
内
容
を
項
目
に
分
け
て
概
要
を
整
理
し
て
み
よ
う
。

①
前
略
部
分
。
中
世
神
話
の
国
土
開
聞
神
話
。

②
瑳
々
杵
尊
の
夢
告
。
飛
鳥
大
連
に
よ
る
寄
波
荘
の
伝
領
と
喧
々
杵
尊
の
鎮
護
。

③
倭
足
彦
国
押
人
尊
の
夢
告
。
八
本
杉
の
奇
瑞
。

④
吉
備
諸
進
尊
の
夢
告
と
異
香
。
異
香
立
の
郷
名
起
源
。

⑤
八
慮
大
明
神
の
創
建
。

⑥
平
群
懐
房
の
大
龍
退
治
。
伊
香
龍
の
郷
名
起
源
。

ま
ず
注
意
し
た
い
の
は
、
③
の
記
事
で
あ
る
。
倭
足
彦
国
押
人
尊
は
孝
安
天
皇

な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
こ
こ
に
孝
安
天
皇
が
登
場
す
る
の
か
は
不
明
だ
が
、
一
夜
に

し
て
八
本
杉
を
生
や
し
た
と
い
う
奇
瑞
に
注
目
し
た
い
。
こ
れ
は
、
前
述
し
た
棚

原
若
王
子
大
明
神
が
、
一
夜
に
し
て
野
原
を
一
面
の
樹
木
の
原
に
し
た
の
と
類
似

の
奇
瑞
で
あ
る
。
孝
安
天
皇
は
実
在
が
疑
わ
れ
、
ま
た
事
績
の
不
明
な
天
皇
で
あ

る
が
、
こ
こ
で
は
植
物
の
生
育
に
関
わ
る
神
威
を
も
つ
も
の
と
し
て
信
仰
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
植
物
生
育
に
関
わ
る
神
威
が
村
落
開
発
の
前
提
と
な

る
宗
教
的
事
象
で
あ
る
こ
と
は
、
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
八
本
と
い
'

う
の
は
、
入
所
神
社
と
い
う
の
に
因
ん
で
設
定
さ
れ
た
数
か
も
し
れ
な
い
。

次
に
④
の
吉
備
諸
進
尊
の
夢
告
と
異
香
。
こ
れ
は
、
「
異
香
立
」
と
い
う
郷
名
の

起
源
神
話
に
な
っ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。

同
じ
理
由
か
ら
注
意
し
た
い
の
が
@
の
平
群
懐
一
房
の
大
龍
退
治
で
あ
る
。
引
用

を
省
略
し
た
部
分
に
は
、
平
群
懐
房
が
誉
回
八
幡
宮
の
助
力
に
よ
り
白
鷺
二
羽
に

教
導
さ
れ
て
大
龍
を
射
殺
す
話
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
話
に
よ
り
、

「
異
香
立
」
の
表
記
を
「
伊
香
龍
」
に
改
め
た
と
い
う
。
「
伊
香
龍
」
は
い
か
た
っ
、

ま
た
は
い
か
だ
っ
と
訓
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
も
、
郷
名
の
起
源
神
話
と
い
え

レ
品
、
つ
ノ
O

八
所
神
社
は
、
近
世
、
伊
香
立
五
村
す
な
わ
ち
伊
香
立
向
在
地
・
伊
香
立
下
在

地
・
伊
香
立
上
在
地
・
伊
香
立
生
津
・
伊
香
立
北
在
地
の
各
村
の
鎮
守
杜
で
あ
っ

た

g
。
こ
の
伊
香
立
五
村
は
、
中
世
の
伊
香
立
荘
に
相
当
す
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
八
所
神
社
は
、
伊
香
立
荘
の
惣
荘
鎮
守
杜
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
惣
荘
鎮
守
社
の
神
話
に
、
荘
名
の
起
源
や
植
物
の
生
育
に
関
わ
る
神
威
が

語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
村
落
神
話
と
位
置
づ
け
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

一
五
七
一
(
元
亀
二
)
年
の
織
田
信
長
の
比
叡
山
焼
打
ち
を
契
機
と
し
て
、
入

所
神
社
で
は
日
吉
大
社
の
大
己
貴
命
・
白
山
菊
理
姫
命
を
祭
る
よ
う
に
な
り
、
来

由
記
に
記
さ
れ
た
元
の
祭
神
は
境
内
杜
に
移
さ
れ
て
い
る

2
0

中
世
に
お
け
る
入
所
神
社
の
祭
杷
方
法
は
不
明
で
あ
る
が
、
現
在
は
か
つ
て
の

伊
香
立
五
村
に
あ
た
る
北
在
地
・
上
在
地
・
下
在
地
・
向
在
地
・
生
津
の
五
町
が

町
ご
と
に
年
番
を
組
ん
で
秋
祭
を
行
っ
て
い
る

8
0
こ
れ
は
い
わ
ば
、
村
組
頭
役

宮
座
形
式
の
祭
杷
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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四

兵
主
大
明
神

四
つ
目
の
事
例
は
、
野
洲
郡
兵
主
郷
(
現
野
洲
市
五
条
)

四
(
慶
長
九
)
年
の
兵
主
大
明
神
縁
起
で
あ
る
。

夫
、
近
江
国
野
洲
郡
八
崎
浦
に
兵
主
太
神
宮
と
申
た
て
ま
つ
る
ハ
、
養
老
二

年
戊
午
十
月
上
旬
に
此
所
に
あ
ら
ハ
れ
給
、
そ
の
は
し
め
二
一
ヶ
夜
、
金
色
の

異
光
有
て
、
十
八
郷
を
照
す
こ
と
、
さ
な
か
ら
白
日
の
こ
と
し
、
人
民
不
思

議
の
思
ひ
を
な
し
て
驚
き
た
ふ
と
ミ
あ
へ
り
、
中
に
も
五
候
播
磨
守
資
頼
と

い
ふ
人
、
希
代
の
思
を
な
し
、
信
心
肝
に
銘
せ
し
か
は
、
い
か
な
る
神
の
影

向
そ
と
、
酉
魁
に
を
よ
ひ
て
八
崎
浦
に
参
向
、
し
は
ノ
¥
ゆ
き
つ
〉
み
ち
に

ま
よ
ひ
、
情
を
定
む
る
程
、
と
あ
る
所
に
立
よ
り
す
こ
し
ま
と
ろ
む
う
ち
に
、

衣
冠
た
〉
し
き
か
た
ち
を
現
し
お
ハ
し
ま
し
て
、
我
は
兜
率
天
の
主
不
動
明

王
也
、
衆
生
を
済
度
せ
ん
か
た
め
に
一
百
廿
年
前
に
幹
迦
羅
使
者
を
薬
師
知

来
と
現
し
、
制
多
迦
章
子
を
愛
染
明
王
と
変
化
し
て
あ
ま
く
た
り
ま
す
、
則

二
大
明
神
こ
れ
な
り
、
わ
れ
今
降
臨
し
て
兵
主
太
神
宮
と
あ
ら
ハ
れ
ん
た
め

に
、
二
童
子
を
か
ね
て
く
た
す
所
也
、
汝
か
館
に
ゆ
か
む
、
を
し
へ
に
ま
か

(
左
カ
)

せ
は
霊
験
を
見
せ
し
め
む
、
北
斗
を
右
眼
の
上
に
見
て
む
か
へ
と
示
し
給
ひ

て
夢
さ
め
ぬ
、
則
天
上
を
み
れ
は
衆
星
歴
々
た
り
、
御
告
の
こ
と
く
北
斗
を

拝
し
て
ゆ
く
に
、
程
な
く
平
砂
紗
々
た
る
慮
あ
り
、
見
れ
は
大
亀
東
に
む
か

(
成
)

ふ
、
白
蛇
甲
に
乗
り
、
群
鹿
守
護
し
た
て
ま
つ
る
、
神
異
う
た
か
ひ
な
し
と
、

(
諸
問
)

感
涙
を
流
し
て
拝
し
た
て
ま
つ
り
、
扇
を
ひ
ら
き
う
つ
ら
せ
給
へ
と
析
精
し

け
れ
ハ
、
や
か
で
扇
の
う
へ
に
乗
せ
給
へ
ハ
、
大
亀
は
海
中
に
入
、
群
鹿
は

雲
に
入
去
ぬ
、
又
南
斗
を
右
眼
上
に
見
て
か
へ
れ
は
、
明
星
出
現
し
て
、
天

す
で
に
明
ぬ
、
五
僚
の
西
平
な
る
所
に
、
忽
に
林
木
を
つ
ら
ね
て
そ
の
陰

兵
主
神
社
、

一ムハ
O

森
々
た
り
、
中
に
奇
異
の
柏
樹
一
株
あ
り
、
ま
つ
神
霊
一
の
白
蛇
を
し
は
ら
く

此
枝
に
、
つ
つ
し
た
て
ま
つ
り
、
い
そ
き
仮
殿
を
つ
く
り
、
夢
中
の
神
託
に
ま

か
せ
て
、
兵
主
太
神
宮
と
あ
か
め
で
た
て
ま
つ
る
、
彼
瑞
光
に
よ
り
十
八
郷

の
地
主
と
尊
敬
し
、
あ
ゆ
ミ
を
は
こ
ひ
、
か
う
へ
を
か
た
ふ
け
た
て
ま
つ
る

と
も
か
ら
、
所
願
を
み
て
給
こ
と
掌
を
さ
す
か
如
し
、
(
中
略
)
し
か
る
に
此

品
川
年
前
よ
り
又
武
士
の
有
と
な
り
し
よ
り
、
社
頭
年
々
に
荒
廃
し
て
、
い
た

つ
ら
に
柱
礎
を
残
し
、
祭
会
月
々
に
減
少
し
て
、
む
な
し
く
居
諸
を
送
る
、

し
か
れ
と
も
猶
神
輿
を
は
、
四
月
酉
日
、
五
月
五
日
に
は
か
た
ハ
か
り
わ
た

し
た
て
ま
つ
る
、
い
ま
再
興
の
時
い
た
ら
む
事
を
期
す
る
か
ゆ
へ
に
、
神
宮

等
略
し
て
記
す
る
所
如
件

慶
長
第
九
甲
辰
歳
十
一
月
吉
辰
吉

三
晩
も
白
昼
の
よ
う
に
一
八
郷
を
照
ら
す
金
色
の
異
光
、
こ
れ
を
神
の
影
向
と

思
っ
た
五
候
資
頼
は
、
八
崎
浦
に
向
か
っ
た
。

八
崎
浦
は
、
縁
起
官
頭
に
「
近
江
国
野
洲
郡
八
崎
浦
に
兵
主
太
神
宮
と
申
た
て

ま
つ
る
は
」
と
あ
る
よ
う
に
、
兵
主
太
神
宮
の
鎮
座
地
と
も
さ
れ
る
。
こ
の
八
崎

浦
は
、
野
洲
川
北
流
河
口
部
の
八
ツ
崎
の
こ
と
で
あ
ろ
う
(
目
。
実
際
の
鎮
座
地

は
、
縁
起
に
あ
る
よ
う
に
「
五
僚
の
西
平
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
八
ツ
崎
を
も
う

一
つ
の
鎮
座
地
で
あ
る
か
の
よ
う
に
記
載
し
て
い
る
こ
と
に
は
、
重
要
な
意
味
が

あ
る
。
そ
の
点
は
後
述
す
る
。

こ
の
八
崎
浦
あ
た
り
で
五
候
資
頼
は
、
不
動
明
王
の
夢
の
告
げ
を
得
る
。
不
動

明
王
は
、
五
係
資
頼
の
館
に
鎮
醸
す
る
と
一
言
、
っ
。
そ
し
て
不
動
明
王
の
教
え
の
通

り
に
す
れ
ば
、
霊
験
を
み
せ
よ
う
と
も
述
べ
る
。

そ
こ
に
、
大
亀
に
乗
っ
た
白
蛇
が
き
た
。
大
亀
は
後
に
「
海
中
」
に
戻
っ
た
と

あ
る
。
し
か
し
、
示
現
の
際
、
「
大
亀
東
に
む
か
ふ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は

p
h
U
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琵
琶
湖
で
あ
り
、
琵
琶
湖
の
沖
か
ら
東
岸
に
示
現
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
扇
の
上
に
ご
神
体
の
白
蛇
を
乗
せ
て
家
路
に
向
か
う
。
す
る
と
、

五
幌
の
西
平
な
る
所
に
、
忽
に
林
木
を
つ
ら
ね
て
そ
の
陰
森
々
た
り

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
お
し
え
に
ま
か
せ
は
霊
験
を
見
せ
し
め
む
」
と
い
っ
た
霊

験
と
は
、
こ
の
事
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
霊
験
と
は
、
神
威
に
よ
り
、
平
地
が

た
ち
ま
ち
に
欝
蒼
た
る
森
林
に
な
っ
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
金
色
の
異
光
(
瑞
光
)
が
一
八
郷
を
照
ら
し
た
こ
と
、
兵
主
大
明

神
が
不
動
明
王
を
本
地
と
す
る
こ
と
、
琵
琶
湖
か
ら
示
現
し
た
こ
と
、
そ
し
て
欝

蒼
と
し
た
森
林
を
忽
ち
に
現
出
さ
せ
る
霊
験
を
示
し
た
こ
と
、
こ
の
四
点
に
注
目

し
た
い
。

兵
主
神
は
、
八
六
二
(
貞
観
四
)
年
の
史
料
に
既
に
み
え
る
古
社
で
あ
る

E
が、

こ
の
縁
起
が
不
動
明
王
を
本
地
と
す
る
よ
う
な
、
本
地
垂
遮
説
に
た
っ
て
い
る
こ

と
に
注
意
し
た
い
。
ま
た
引
用
で
中
略
し
た
部
分
に
は
源
頼
朝
の
兵
主
神
社
尊
崇

説
話
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
兵
主
神
が
武
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
た
と
い
う
中
世
的

な
様
相
を
、
こ
の
縁
起
は
示
し
て
い
る

8
0

兵
主
神
社
は
、
中
世
後
期
以
来
、
野
洲
川
の
下
流
域
か
ら
河
口
に
か
け
て
の
築

漁
と
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
た

8
0
縁
起
で
、
琵
琶
湖
の
八
崎
浦
(
八
ツ
崎
)
か

ら
示
現
し
た
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
築
漁
に
関
す
る
権
限
を
宗
教
的
に
裏
書

き
す
る
意
味
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
現
在
で
も
一
一
月
二
五
日
に
宮
司
が
八

ツ
崎
で
神
を
迎
え
る
神
事
(
オ
コ
リ
カ
キ
)
を
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
縁
起
の
内

容
を
祭
記
と
し
て
再
現
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
兵
主
神
社
の
築
漁
の
権
限
を
確

認
す
る
意
味
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

金
色
の
異
光
(
瑞
光
)
が
照
ら
し
た
と
い
う
一
八
郷
は
兵
主
一
八
郷
で
あ
り
、

兵
主
神
社
の
祭
記
圏
で
あ
る
。
「
彼
瑞
光
に
よ
り
十
八
郷
の
地
主
と
尊
敬
し
」
と
あ

る
よ
う
に
、
兵
主
大
明
神
が
兵
主
一
八
郷
の
地
主
神
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
記
載

で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
現
在
の
例
祭
の
あ
り
か
た
か
ら
も
う
か
が
え
る

8
0
四
月
に
か

つ
て
の
一
八
郷
、
現
在
の
二
二
集
落
の
鎮
守
杜
(
兵
主
神
社
の
末
社
)
例
祭
が
あ

る
。
そ
の
後
の
五
月
四
1
六
日
(
メ
イ
ン
は
五
月
五
日
)
に
、
兵
主
神
社
の
例
祭

が
あ
る
。
こ
の
例
祭
に
は
、
各
末
社
か
ら
神
輿
・
太
鼓
台
が
兵
主
神
社
に
結
集
す

る。
五
月
五
日
に
は
兵
主
神
社
楼
門
翼
廊
に
神
輿
七
基
が
列
ぶ
。
楼
門
中
央
は
兵
主

大
杜
周
辺
の
乙
殿
神
社
(
五
条
)
・
四
宮
八
幡
神
社
(
野
田
)
・
苗
田
神
社
(
須

原
)
・
千
原
神
社
(
井
口
)
・
三
之
官
神
社
(
六
条
)
の
神
輿
が
交
替
で
列
ぶ
。
そ

の
両
脇
に
浅
殿
神
社
(
比
留
田
)
・
二
ノ
宮
神
社
(
西
河
原
)
・
矢
取
神
社
(
小
比

江
)
・
矢
放
神
社
(
吉
川
)
・
狩
上
神
社
(
堤
)
・
戸
津
神
社
(
安
治
)
の
神
輿
が
列

ぶ
。
そ
れ
以
外
の
木
部
・
乙
窪
・
服
部
・
津
田
・
菖
蒲
・
喜
合
・
下
堤
と
古
川
・

比
留
回
は
太
鼓
台
を
出
す
の
で
あ
る
。
兵
主
神
社
宮
司
・
井
口
昌
宏
氏
に
よ
る
と
、

兵
主
神
社
の
神
は
末
社
の
「
親
神
」
だ
と
い
う
認
識
が
氏
子
ら
に
あ
る
と
い
う
。

さ
て
、
縁
起
の
記
載
に
戻
ろ
う
。
兵
主
大
明
神
の
霊
験
に
よ
り
、
平
地
が
た
ち

ま
ち
欝
蒼
た
る
森
林
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
霊
験
は
、
こ
れ
ま
で
も
み
て
き
た

よ
う
に
、
兵
主
大
明
神
が
植
物
の
生
育
に
も
力
を
も
っ
神
だ
と
い
う
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
点
が
、
村
落
開
発
の
前
提
と
な
る

宗
教
的
事
象
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
兵
主
大
明
神
縁
起
は
、
兵
主
大
明
神
が
地
主
神
と
し
て
、
兵
主

一
八
郷
の
土
地
開
発
や
築
漁
の
実
権
に
力
を
有
す
る
こ
と
を
示
し
た
村
落
神
話
だ

と
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
兵
主
大
明
神
の
一
示
現
を
宮
司
が
再
現
す
る
オ
コ
リ
カ
キ
神
事
は
、

(A)
祭
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神
と
祭
記
者
と
の
始
源
的
関
係
の
再
現
及
び

(C)
村
落
神
話
の
演
劇
的
な
復
原
・

反
復
と
い
う
二
つ
の
要
素
を
持
つ
儀
礼
だ
と
い
え
よ
う
。

こ
の
点
は
、
縁
起
に
登
場
す
る
五
保
播
磨
守
資
頼
と
現
宮
司
家
と
の
関
係
か
ら

も
う
か
が
え
る
。
か
つ
て
の
宮
司
家
は
、
こ
の
五
条
資
頼
の
末
青
と
い
う
五
条
家

で
あ
っ
た
。
井
口
昌
宏
氏
の
話
と
、
同
氏
が
所
有
す
る
岡
山
在
住
の
縁
者
井
口
家

の
系
図
に
よ
る
と
、
現
在
の
井
口
家
の
先
祖
で
あ
る
井
口
永
治
(
一
五
九
七
(
慶

長
二
)
年
没
)
の
コ
一
男
で
あ
る
永
清
(
一
六
二
O

(
元
和
六
)
年
没
)
に
、
次
の

よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

、
水
清
井
口
宰
相
兵
主
神
社
五
条
宰
相
養
子

す
な
わ
ち
、
神
、
五
五
条
家
に
井
口
永
清
が
養
子
に
は
い
り
、
そ
の
ま
ま
井
口
家

と
な
っ
て
現
在
ま
で
続
い
て
き
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
宮
司
の
井
口
家
は
、

も
と
も
と
井
口
村
に
盤
据
し
た
土
豪
・
井
口
一
族
の
一
員
だ
っ
た
と
も
い
う
。

こ
れ
は
系
図
の
記
載
と
口
碑
に
過
ぎ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
伝
承
上
は
神
の
示

現
と
宮
司
家
と
の
関
係
が
継
続
的
に
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
と
い

え
よ
う
。
こ
の
点
が

(A)
の
要
素
に
つ
な
が
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
宮
司
が
八
ツ
崎
で
神
を
迎
え
る
儀
礼
は
ま
さ
し
く
、
村
落
神

話
の
演
劇
的
な
再
現
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
神
話
と
祭
紀
と
の
関
係
も
、
兵
主

大
明
神
縁
起
が
村
落
神
話
で
あ
る
こ
と
の
証
左
と
な
る
だ
ろ
う
。

五

油
田
大
明
神

最
後
に
扱
う
事
例
は
、
甲
賀
郡
惣
杜
で
油
日
谷
七
郷
(
現
甲
賀
市
油
日
)
鎮
守

油
日
神
社
の
江
州
甲
賀
郡
油
日
大
明
神
縁
起
で
あ
る
。
こ
の
縁
起
に
つ
い
て
は
、

松
本
真
輔
氏
ら
の
先
行
研
究
が
あ
る

8
0

江
州
甲
賀
郡
池
日
大
明
神
縁
起

厭
当
社
大
明
神
者
、
如
意
輪
観
音
之
垂
迎
、
姿
婆
示
現
之
冥
道
也
、
(
中
略
)

太
子
其
後
神
恩
為
報
謝
、
勝
照
四
年
戊
申
卯
月
日
、
此
固
有
行
幸
、
(
中
略
)

太
子
叡
覧
此
山
、
有
一
本
柳
、
太
子
手
伐
之
、
結
幣
吊
、
懸
榊
枝
、
勧
請
通

山
大
明
神
、
再
拝
銘
肝
、
敬
信
合
掌
、
(
中
略
)
過
一
百
余
歳
、
天
元
年
中
、
彼

池
霊
蛇
、
又
取
生
費
、
近
辺
之
人
民
不
能
住
、
依
之
、
人
王
六
十
四
代
帝
円

融
院
御
字
、
勅
橘
敏
保
朝
臣
、
江
州
甲
賀
郡
仰
通
山
大
明
神
之
威
風
、
可
令

殺
害
毒
蛇
云
一
去
、
勅
使
任
宣
旨
、
臨
彼
池
、
駈
毒
蛇
、
其
長
及
千
尋
、
大
蛇

自
尾
出
火
、
乗
黒
雲
昇
天
、
敏
保
射
之
、
矢
更
不
立
、
此
火
落
地
、
焼
山
野

頻
也
、
其
時
、
敏
保
心
中
祈
念
、
通
山
大
明
神
者
、
朝
敵
降
伏
之
冥
道
、
国

家
鎮
護
之
霊
神
也
、
早
納
受
勅
命
、
退
治
此
毒
蛇
、
人
民
令
安
穏
、
愛
自
東

山
獄
、
(
一
行
ア
キ
)
(
負
脱
カ
)
鏑
矢
人
乗
白
馬
、
射
切
大
蛇
之
尾
、
彼
尾
之

落
所
名
火
尾
山
、
其
矢
落
所
名
矢
河
、
敏
保
間
云
、
何
化
人
乎
、
仲
人
口
云
、
天

地
開
闇
以
来
守
弓
箭
神
也
、
聖
徳
太
子
守
屋
退
治
之
時
、
授
兵
術
通
山
明
神

云
者
五
口
也
、
(
中
略
)
同
御
宇
天
元
四
年
辛
卯
自
十
一
月
八
日
夜
、
彼
巌
有
大

光
、
明
照
四
方
、
如
日
月
非
日
月
、
其
光
至
日
中
如
油
、
(
中
略
)
急
巌
之

麓
、
作
社
壇
、
改
前
之
神
号
、
正
一
位
油
日
大
明
神
之
称
号
、
重
而
成
勅

許
(
中
略
)
伺
旧
本
難
見
之
問
、
新
誌
之
旨
如
件

天
文
十
四
乙
巳
十
一
月
日

右
以
天
文
年
中
之
正
軸
、
今
歳
天
保
十
六
日
初
夏
日
写
終

油
日
山
之
僧
慧
妙
謹
書
(
幻
)

油
日
神
社
に
は
、
こ
れ
以
外
に
油
日
大
明
神
縁
起
と
油
日
大
明
神
濫
腸
記
が
あ

る

8
0
い
ず
れ
も
内
容
は
基
本
的
に
同
じ
だ
が
、
油
日
大
明
神
縁
起
は
無
年
号
、

油
日
大
明
神
濫
腸
記
は
明
治
期
の
写
な
の
で
、
本
稿
で
は
江
州
甲
賀
郡
油
日
大
明

ヴ

t4
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神
縁
起
を
分
析
対
象
と
し
た
い
。

江
州
甲
賀
郡
油
日
大
明
神
縁
起
の
成
立
年
次
に
つ
い
て
は
、
松
本
氏
が
既
に
奥

書
の
記
載
で
ほ
ぼ
問
題
が
な
い
旨
の
分
析
を
加
え
て
お
り
、
本
稿
も
そ
れ
に
従
い

'
-
3
0
 

ナ
ム
しま

ず
、
内
容
ご
と
に
区
分
し
な
が
ら
、
読
み
下
し
て
み
よ
う
。

①
聖
徳
太
子
に
よ
る
通
出
明
神
崇
拝

そ
れ
当
社
大
明
神
は
、
如
意
輪
観
音
の
垂
誠
一
、
裟
婆
示
現
の
冥
道
な
り
。
(
中

略
)
太
子
、
そ
の
後
神
思
報
謝
の
た
め
、
勝
照
四
年
戊
申
卯
月
日
、
こ
の
聞
に

行
幸
有
り
。
(
中
略
)
太
子
、
こ
の
山
を
叡
覧
す
る
に
、
一
本
の
柳
有
り
。
太
子

手
ず
か
ら
こ
れ
を
伐
り
、
幣
吊
を
結
び
、
榊
の
枝
に
懸
け
、
通
山
大
明
神
を
勧

請
す
。
再
拝
、
肝
に
銘
じ
て
、
敬
信
合
掌
す
。

②
最
澄
の
大
蛇
調
伏
談
(
中
略
部
分
)

③
通
山
明
神
の
再
臨
と
社
殿
の
再
興

一
百
余
歳
を
過
ぎ
、
天
元
年
中
、
か
の
池
の
霊
蛇
、
ま
た
生
け
費
を
取
る
。
近

辺
の
人
民
住
む
こ
と
能
わ
ず
。
こ
れ
に
依
り
、
人
王
六
十
四
代
帝
円
融
院
御

宇
、
橘
敏
保
朝
臣
に
勅
し
て
、
江
州
甲
賀
郡
の
通
山
大
明
神
の
威
風
を
仰
ぎ
、

毒
蛇
を
殺
害
せ
し
む
べ
し
と
云
々
。
勅
使
、
宣
旨
に
任
せ
て
、
か
の
池
に
臨
む
。

毒
蛇
を
駈
う
に
、
そ
の
長
さ
千
尋
に
及
ぶ
。
大
蛇
の
尾
よ
り
火
出
る
。
黒
雲
に

乗
り
昇
天
す
。
敏
保
こ
れ
を
射
る
に
、
矢
さ
ら
に
立
た
ず
。
こ
の
火
、
地
に
落

ち
、
山
野
を
焼
く
こ
と
頻
り
な
り
。
そ
の
時
、
敏
保
心
中
に
祈
念
す
る
に
、
「
通

山
大
明
神
は
、
朝
敵
降
伏
の
冥
道
に
し
て
。
国
家
鎮
護
の
霊
神
な
り
。
早
く
勅

命
を
納
受
し
、
こ
の
毒
蛇
を
退
治
し
て
、
人
民
を
安
穏
せ
し
め
よ
」
と
。
こ
こ

に
東
の
巌
よ
り
、
(
一
行
空
白
)
鏑
矢
を
負
う
人
白
馬
に
乗
り
、
大
蛇
の
尾
を
射

切
る
。
か
の
尾
の
落
つ
る
所
を
火
尾
山
と
名
づ
く
。
そ
の
矢
の
落
つ
る
所
を
矢

河
と
名
づ
く
。
敏
保
問
う
て
云
わ
く
、
何
の
化
人
な
る
か
な
と
。
答
え
て
云
わ

く
、
天
地
間
関
以
来
弓
箭
を
守
る
神
な
り
。
聖
徳
太
子
、
守
屋
退
治
の
時
、
兵

術
を
授
け
し
通
山
明
神
と
云
う
は
吾
な
り
。

④
神
名
の
変
更
と
山
麓
の
杜
壇
建
立

同
じ
御
字
、
天
元
四
年
辛
卯
十
一
月
八
日
の
夜
よ
り
、
か
の
巌
大
き
な
る
光
有

り
て
、
明
る
く
四
方
を
照
ら
す
。
日
月
の
ご
と
く
に
し
て
日
月
に
非
ず
。
そ
の

光
、
日
中
に
至
り
て
油
の
ご
と
し
。
(
中
略
)
急
ぎ
巌
の
麓
に
、
杜
壇
を
作
り
、

前
の
神
号
を
改
め
、
正
一
位
油
日
大
明
神
の
称
号
、
重
ね
て
勅
許
を
成
す
。
(
中

略
)
伯
て
旧
本
見
が
た
き
の
開
、
新
た
に
こ
れ
を
誌
す
の
旨
、
件
の
ご
と
し
。

ま
ず
①
で
、
聖
徳
太
子
に
よ
る
通
山
明
神
の
崇
拝
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
。
文
中

の
「
こ
の
山
」
と
は
、
油
日
岳
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
油
日
昔
の
山
頂
に
は
現
在
で

も
岳
大
明
神
(
油
日
大
明
神
・
通
山
大
明
神
)
が
祭
ら
れ
る
奥
宮
が
あ
る

8
0

な
お
、
油
日
大
明
神
縁
起
で
は
さ
ら
に
詳
し
い
記
載
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
と

聖
徳
太
子
は
、
山
麓
に
も
玉
殿
を
造
営
し
た
と
い
う
。
こ
れ
が
再
興
以
前
の
(
油

日
)
神
社
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

実
は
、
①
の
中
略
部
分
に
は
、
聖
徳
太
子
と
物
部
守
屋
と
の
合
戦
談
な
ど
が
記

さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
聖
徳
太
子
も
通
山
大
明
神
も
武
神
で
あ
る
こ
と
が
判
明

す
る
。
松
本
氏
は
こ
の
点
を
強
調
し
て
お
り
、
そ
の
論
旨
に
本
稿
も
同
意
す
る
。

た
だ
本
稿
で
は
、
武
神
以
外
の
面
に
注
目
し
て
み
た
い
。

②
は
引
用
史
料
で
は
省
略
し
た
部
分
だ
が
、
こ
こ
に
は
最
澄
に
よ
る
大
蛇
調
伏

談
が
あ
る
。
ま
た
そ
れ
に
関
連
し
て
、
最
澄
が
大
蛇
の
生
け
賛
を
や
め
さ
せ
た
場

所
を
「
池
原
柚
」
と
名
付
け
た
と
い
う
地
名
起
源
伝
承
が
あ
る
。
た
だ
現
存
の
小

字
に
は
、
似
て
い
る
地
名
は
あ
る
も
の
の
、
「
池
原
柚
」
の
地
名
そ
の
も
の
は
み
あ

た
ら
な
い
(
お
)
O
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③
で
は
、
毒
蛇
が
再
び
暴
れ
出
し
、
天
元
年
中
(
九
七
八
年
1
九
八
三
一
年
)
に

円
融
天
皇
の
命
を
受
け
て
、
橘
敏
保
が
退
治
に
乗
り
出
す
。
し
か
し
、
歯
が
立
た

ず
に
い
た
と
こ
ろ
、
通
山
明
神
が
再
臨
し
て
、
毒
蛇
を
退
治
す
る
。
そ
れ
に
因
ん

で
「
火
尾
山
」
や
「
矢
河
」
の
地
名
起
源
伝
承
が
語
ら
れ
る
が
、
こ
の
地
名
も
現

在
で
は
消
滅
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
縁
起
で
は
通
山
明
神
の
再
臨
を
語
る
の
み
で
あ
る
が
、
前
述
し
た
別
本
の

油
日
大
明
神
縁
起
で
は
こ
れ
を
契
機
に
社
殿
が
再
興
さ
れ
、
再
び
信
仰
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
。

④
で
は
、
九
八
一
(
天
元
四
)
年
に
か
の
援
す
な
わ
ち
油
日
岳
が
光
り
輝
い
た

の
で
、
急
い
で
油
日
岳
の
麓
に
社
壇
を
作
り
、
神
名
を
通
山
明
神
か
ら
泊
日
大
明

神
に
改
め
た
と
い
う
。
こ
の
山
麓
の
社
壇
が
現
在
の
油
日
神
社
と
い
う
こ
と
に
な

ろ、っ。し
か
し
、
日
本
三
代
実
録
に
は
既
に
八
七
七
(
元
慶
元
)
年
に
は
近
江
国
の

「
油
日
神
」
と
あ
り
、
組
輯
す
る
(
田
)
。
い
ま
の
と
こ
ろ
、
通
山
大
明
神
が
あ
る
段

階
で
油
日
大
明
神
と
改
名
し
た
と
い
う
縁
起
の
記
述
に
従
っ
て
お
く
が
、
詳
細
は

不
明
で
あ
る
。

な
お
、
油
日
大
明
神
以
前
の
通
山
明
神
と
い
う
神
名
の
意
味
な
ど
に
つ
い
て
も
、

詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
村
落
神
話
の
観
点
か
ら
、
こ
の
油
日
大
明
神
縁
起
を
ど
の
よ
う
に

位
置
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
生
け
費
を
要
求
す
る
毒
蛇
を
退
治
し
て
、
油
日
谷
の
人
民
を
守
っ
た
と

い
う
点
か
ら
、
油
日
大
明
神
が
こ
の
地
域
の
守
護
神
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
「
近
辺
の
人
民
住
む
こ
と
能
わ
ず
」
と
い
う
よ
う
に
、
毒
蛇
の
た
め
に
こ
の
地

域
は
荒
廃
し
て
い
た
。
そ
の
毒
蛇
を
排
除
し
て
、
荒
廃
し
て
い
た
こ
の
地
域
に
再

ぴ
人
民
が
住
め
る
よ
う
に
し
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
油
日
大
明
神
は
村
落
開
創
の

神
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ま
た
、
こ
の
縁
起
に
池
原
柏
や
火
尾
山
、
矢
河
な
ど
の
地
名
起
源
伝
承
が
織
り

込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
も
、
こ
の
地
域
の
始
源
を
物
語
る
一
環
と
い
え
よ
う
。

油
日
神
社
の
祭
杷
圏
は
、
油
日
谷
七
郷
と
い
っ
て
、
油
日
・
棟
野
・
上
野
・
栖

山
・
毛
牧
・
田
堵
野
・
野
の
七
ヶ
村
に
及
ん
で
い
る
を
。

現
在
で
も
毎
年
九
月
に
、
宮
司
と
こ
の
七
集
落
の
氏
子
代
表
が
油
日
岳
に
登
っ

て
参
議
し
、
翌
日
、
山
神
の
荒
魂
を
山
麓
に
あ
る
里
宮
の
油
日
神
社
に
迎
え
る
行

事
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
(
路
)
。
こ
れ
は
縁
起
の
④
の
部
分
、
油
日
岳
が
光
り
輝
い

た
奇
瑞
に
よ
り
、
山
頂
か
ら
麓
に
油
日
大
明
神
を
勧
請
し
た
と
い
う
由
緒
を
、
毎

年
、
祭
記
と
し
て
再
現
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
も
、
村
落
神
話

に
お
け
る

(A)
祭
神
と
祭
記
者
と
の
始
源
的
関
係
の
再
現
や

(C)
村
落
神
話

の
演
劇
的
な
復
原
・
反
復
と
い
う
点
に
適
っ
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

以
上
の
点
か
ら
、
こ
の
油
日
大
明
神
縁
起
も
村
落
神
話
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ

け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
よ
う
。

そ
の
う
え
で
、
も
う
一
度
、
松
本
氏
が
強
調
し
て
い
る
油
日
大
明
神
の
も
つ
武

神
と
し
て
の
特
徴
(
却
)
に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。

五
月
五
日
に
行
わ
れ
る
油
日
神
社
大
祭
で
、
甲
賀
の
地
侍
五
家
が
毎
年
交
替
で

「
頭
殿
(
祭
主
)
」
を
勤
め
た
(
却
)
。
現
在
、
こ
の
大
祭
で
五
年
ご
と
に
行
わ
れ
る

「
頭
殿
行
列
」
は
、
「
奴
振
」
と
呼
ば
れ
る
武
士
的
な
儀
礼
で
あ
る
。

頭
殿
行
列
は
、
か
つ
て
は
上
野
頭
・
高
野
頭
・
相
模
頭
・
佐
治
頭
・
岩
室
頭
の

五
頭
が
勤
仕
し
て
い
た
。
し
か
し
、
現
在
で
は
上
野
頭
の
み
が
勤
仕
し
て
い
る
の

で
、
五
年
に
一
度
の
開
催
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
相
模
頭
の
一
七
O
八
(
宝

永
五
)
年
1
一
八
六
八
(
慶
応
四
)
年
御
頭
之
定
日
記
(
泊
日
神
社
保
管
文
書
)

-49 
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に
「
御
頭
」
と
あ
る
よ
う
に
、
頭
殿
行
列
は
上
野
頭
・
高
野
頭
・
相
模
頭
・
佐
治

頭
・
岩
室
頭
と
い
う
地
侍
の
同
族
宮
座
に
よ
り
運
営
さ
れ
て
い
た
も
の
な
の
で
あ

る。
油
日
大
明
神
縁
起
の
背
景
に
は
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
地
侍
の
同
族
宮
座
が
あ
っ

た
も
の
と
い
え
よ
う
。

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
筆
者
は
、
い
く
つ
か
の
村
落
神
話
を
発
掘
し
て
き
た
。
そ
の
際
に
は
、

村
落
開
発
を
直
接
的
に
物
語
る
事
例
の
み
に
絞
っ
て
紹
介
を
し
て
き
た
。

し
か
し
、
今
回
は
、
村
落
開
創
を
直
接
物
語
る
も
の
で
は
な
く
と
も
、
そ
れ
に

何
ら
か
の
形
で
関
わ
る
神
話
を
も
視
野
に
い
れ
て
み
た
。

ま
た
今
回
は
、
中
世
に
お
い
て
宮
座
祭
杷
と
の
関
連
が
史
料
上
は
明
確
で
な
い

事
例
も
と
り
あ
げ
て
み
た
。

今
後
も
、
こ
の
よ
う
な
広
い
観
点
も
と
り
い
れ
つ
つ
、
村
落
神
話
の
発
掘
に
努

め
た
い
。

キヱ(
1
)

薗
部
寿
樹
『
村
落
内
身
分
と
村
落
神
話
」
(
校
倉
書
房
、
二
O
O
五
年
、
第

五
章
)
、
同
『
日
本
の
村
と
宮
座
|
歴
史
的
変
遷
と
地
域
性
|
」
(
高
志
書
院
、

ニO
一
O
年
、
第
五
章
)
。

(
2
)

薗
部
『
日
本
中
世
村
落
内
身
分
の
研
究
」
(
校
倉
書
房
、
二
O
O
二
年
)
、

な
ら
び
に
前
掲
注

(
1
)
薗
部
『
村
落
内
身
分
と
村
落
神
話
』
・
『
日
本
の
村
と

宮
座
』
。

(3)

前
掲
注

(
I
)
薗
部
『
日
本
の
村
と
宮
座
』
(
第
五
章
)

0

(
4
)

安
永
二
年
一
一
月
初
原
大
明
神
由
緒
書
(
楠
原
稲
荷
神
社
文
書
、
『
蒲
生
町

史
』
第
四
巻
史
料
、
蒲
生
町
、
二
O
O
一
年
、
四
四
七
1
四
四
八
頁
)
。
こ
の
文

書
の
原
本
は
、
現
在
行
方
不
明
で
あ
る
。
樹
原
稲
荷
神
社
に
は
原
本
の
コ
ピ
ー

が
あ
り
、
そ
れ
で
読
み
を
改
め
た
。
な
お
、
以
下
の
翻
刻
で
は
異
体
字
な
ど
は

通
用
字
に
直
し
た
。

(5)

『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
』
滋
賀
県
(
角
川
書
届
、
一
九
七
九
年
、
蒲
生
町

の
項
、
八
九
五
頁
)
、
「
日
本
歴
史
地
名
大
系
』
滋
賀
県
の
地
名
(
平
凡
社
、
一

九
九
一
年
、
椅
田
村
の
項
)
な
ど
。

(6)

前
掲
注

(
5
)
『
日
本
歴
史
地
名
大
系
」
滋
賀
県
の
地
名
(
麻
生
庄
・
市
子

庄
・
締
田
庄
の
項
)
。

(
7
)

永
正
三
年
(
安
永
九
年
写
)
老
中
古
書
来
写
(
滋
賀
県
立
図
書
館
保
管
滋

賀
県
市
町
村
沿
革
史
編
さ
ん
資
料
、
前
掲
注

(
4
)
「
蒲
生
町
史
』
第
四
巻
、
一

四
四
1
一
四
八
頁
)

0

(8)

御
金
塔
尾
之
縁
起
(
佐
目
所
蔵
文
書
、
「
神
道
大
系
』
神
社
編
二
三
近
江
国
、

神
道
大
系
編
纂
会
、
一
九
八
五
年
、
三
回
0
1
三
四
六
頁
)
。
原
本
一
佐
目
所
蔵

文
書
・
永
源
寺
町
史
編
さ
ん
室
整
理
番
号
H
I
l
l
G
江
で
読
み
を
改
め
た
。

引
用
に
あ
た
っ
て
、
返
り
点
な
ど
を
省
略
し
た
。
な
お
佐
目
所
蔵
文
書
は
、
大

字
佐
自
の
共
有
文
書
群
で
あ
る
。

(
9
)

『
日
本
荘
園
大
辞
典
』
(
東
京
堂
出
版
、
一
九
九
七
年
、
柿
御
園
の
項
)
。
前

掲
注

(8)
『
神
道
大
系
』
神
社
編
一
一
一
一
一
(
解
題
「
神
崎
郡
」
、
二
六
1
二
七
頁
)
。

(
叩
)
『
ふ
る
里
の
写
真
集
』
(
大
字
佐
日
役
員
会
、
一
九
八
八
年
)

0

(
日
)
正
長
元
年
一
一
一
月
淡
海
滋
賀
伊
香
龍
八
所
大
明
神
来
由
記
(
入
所
神
社
文
書
、

前
掲
注

(
8
)
『
神
道
大
系
』
神
社
編
二
二
一
、
一

0
1
一
三
頁
)
。
前
掲
注

(
8
)

ハURU
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『
神
道
大
系
」
の
解
題
(
二
二
1
一
四
頁
)
に
よ
る
と
、
江
戸
時
代
中
期
の
書
写

ら
し
い
が
、
こ
の
文
書
は
現
在
、
所
在
不
明
で
あ
る
。

(
ロ
)
前
掲
注

(
5
)
『
日
本
歴
史
地
名
大
系
」
滋
賀
県
の
地
名
(
伊
香
立
の
項
な

ど
)

0

(
日
)
滋
賀
県
神
社
庁
の
公
式
ウ
エ
ブ
サ
イ
ト
「
神
社
紹
介
」
に
よ
る
。

※
滋
賀
県
神
社
庁
公
式
ウ
エ
ブ
サ
イ
ト
の
ア
ド
レ
ス

宮仲間
V

込
者
若
者
・
田
町
仲
間
同
士
と
p
n
F
0
・」MM守
口
切
切
∞
¥
回

g
a・n
mぐ
(
)
N
L

五倍
1

号
¥
号
令
n
H
)回

il

oど
.
5
y
t
M
M
m
H
a
【
同
日
門
田
口
・
宮
田
口

g
o円
四
仰
い
〈
円
相
当

H
H
h
w
i目
当
日
。
広

H
凶

(
日
)
西
近
江
新
聞
の
ウ
エ
ブ
サ
イ
ト
「
歴
史
散
歩
」
に
よ
る
。

※
西
近
江
新
聞
ウ
エ
ブ
サ
イ
ト
の
ア
ド
レ
ス

}回同門司日¥¥ロ仲田区。ロ
B
r
n
H
Sロ
2
・8
8
¥唱。，
-
0
・∞伊丹ロニ

(
日
)
兵
主
大
明
神
縁
起
(
兵
主
神
社
文
書
、
前
掲
注

(
8
)
『
神
道
大
系
」
神
社

編
二
一
二
、
二
三
四
1
二
三
五
頁
。
『
続
群
書
類
従
」
第
二
一
輯
下
、
一
九
六
四
年
版
、

続
群
書
類
従
完
成
会
、
五
四
三
1
五
四
五
頁
)
。
「
神
道
大
系
』
と
「
続
群
書
類

従
」
で
は
、
表
記
に
若
干
相
違
が
あ
る
。
原
本
で
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
「
神
道
大

系
」
の
読
み
の
方
が
比
較
的
正
し
い
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
誤
読
が
あ
る
。
本

稿
で
は
、
原
本
で
読
み
を
改
め
た
。

兵
主
神
社
に
関
し
て
は
、
『
名
勝
兵
主
神
社
庭
園
保
存
整
備
報
告
書
』
発
掘
調

査
編
(
中
主
町
教
育
委
員
会
、
二
O
O
二
年
)
、
特
に
同
書
掲
載
の
藤
田
恒
春

「
縁
起
創
成
と
文
字
世
界
の
交
錯
|
兵
主
神
社
の
歴
史
i
」
が
詳
し
い
。
ま
た
同

書
に
は
「
兵
主
神
社
関
係
史
料
」
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

(
日
)
前
掲
注

(
5
)
「
日
本
歴
史
地
名
大
系
」
滋
賀
県
の
地
名
(
兵
主
神
社
の

項
)
。
な
お
、
『
群
書
解
題
」
で
は
「
八
幡
浦
」
と
誤
解
し
て
い
る
(
第
六
巻
、

続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
六
二
年
、
四
六
二
1
四
六
三
頁
)
。
兵
主
大
社
宮
司

の
井
口
昌
宏
氏
(
二
O
一
O
年
一
二
月
五
日
談
)
に
よ
る
と
、
八
ツ
崎
は
現
在
の

マ
イ
ア
ミ
浜
の
あ
た
り
と
の
こ
と
で
あ
る
。

(η)
日
本
三
代
実
録
貞
観
四
年
正
月
二
O
日
条
(
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
日
本

三
代
実
録
」
前
篇
、
古
川
弘
文
館
、
一
九
八
九
年
)
、
な
ら
び
に
前
掲
注

(5)
『日

本
歴
史
地
名
大
系
」
滋
賀
県
の
地
名
(
兵
主
神
社
の
項
)
。

(
国
)
前
掲
注
(
日
)
『
群
書
解
題
」
も
、
こ
の
縁
起
の
中
世
的
な
様
相
を
示
唆
し

て
い
る
。

(
国
)
前
掲
注

(5)
「
日
本
歴
史
地
名
大
系
』
滋
賀
県
の
地
名
(
兵
主
神
社
の

項
)
。
ま
た
一
五
四
六
(
天
文
一
五
)
年
八
月
六
角
氏
奉
行
人
奉
書
(
兵
主
神
社

文
書
)
に
は
、
兵
主
社
社
家
中
の
築
の
権
利
が
六
角
氏
か
ら
認
定
さ
れ
て
い
る

(
前
掲
注
(
日
)
兵
主
神
社
関
係
史
料
五
二
号
。
村
井
祐
樹
編
『
南
北
朝
遺
文
』

佐
々
木
六
角
氏
編
五
七
六
号
文
書
、
東
京
堂
出
版
、
二
O
O
九
年
)
。
こ
の
築
漁

を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
深
谷
幸
治
「
戦
国
期
近
江
に
お
け
る
村
落
間
漁

業
権
・
湖
岸
利
用
権
相
論
」
(
『
中
世
の
紛
争
と
地
域
社
会
」
、
岩
田
書
院
、
二
O

O
九
年
)
な
ど
の
研
究
が
あ
る
。

(
加
)
井
口
昌
宏
「
兵
主
神
と
末
社
十
八
郷
の
神
々
」
(
「
八
千
矛
』
、
兵
主
大
社
社

務
所
、
一
九
九
九
年
)
、
前
掲
注
(
日
)
「
名
勝
兵
主
神
社
庭
園
保
存
整
備
報
告

書
」
発
掘
調
査
編
(
一
二
頁
)
、
な
ら
び
に
二
O
一
O
年
一
一
一
月
五
日
の
兵
主
神
社
宮

司
・
井
口
昌
宏
氏
か
ら
の
聞
き
取
り
調
査
に
よ
る
。

(
幻
)
松
本
真
輔
「
中
世
聖
徳
太
子
伝
と
油
日
神
社
の
縁
起
|
聖
徳
太
子
の
兵
法

伝
授
謹
と
武
人
と
し
て
の
太
子
像
|
」
(
『
日
本
文
学
』
五
三
一
巻
六
号
、
二
O
O

四
年
)
、
『
油
日
神
社
関
係
文
書
調
査
報
告
書
(
滋
賀
県
甲
賀
市
甲
賀
町
泊
日
|
』

(
甲
賀
市
史
編
纂
叢
書
第
三
冊
、
甲
賀
市
、
二
O
O
七
年
)
。

(
辺
)
天
文
一
四
年
(
天
保
二
ハ
年
写
)
江
州
甲
賀
郡
油
日
大
明
神
縁
起
(
前
掲

可
E
よ

円

h
u
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注
(
幻
)
『
油
日
神
社
関
係
文
書
調
査
報
告
書
』
、
一
九
頁
)

0

(
お
)
油
日
大
明
神
縁
起
・
油
日
神
社
濫
暢
記
(
油
日
神
社
文
書
、
前
掲
注

(8)

『
神
道
大
系
』
神
社
編
二
二
一
、
一
二
0
0
1
三
O
八
頁
)
。

(
担
)
前
掲
注

(5)
『
日
本
歴
史
地
名
大
系
』
滋
賀
県
の
地
名
(
油
日
神
社
の
項
)
。

(
お
)
前
掲
注

(
5
)
『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
』
滋
賀
県
(
小
字
一
覧
、
甲
賀
町

[
油
日
村
]
の
項
、
一

O
七
五
l
一
O
七
六
頁
)

0

(
部
)
日
本
一
二
代
実
録
元
慶
元
年
一
一
一
月
一
二
日
条
(
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
日
本

三
代
実
録
』
後
篇
、
吉
川
弘
文
館
一
九
八
三
年
)
。

(
幻
)
前
掲
注
(
担
)
『
油
日
神
社
関
係
文
書
調
査
報
告
書
」
(
一
一
七
頁
)
、
及
び

前
掲
注

(
5
)
「
日
本
歴
史
地
名
大
系
』
滋
賀
県
の
地
名
(
油
白
神
社
の
項
)

0

(
お
)
油
日
神
社
宮
司
・
瀬
古
吉
孝
氏
に
よ
る
と
、
九
月
一
一
日
は
「
岳
ご
も
り
」

と
言
っ
て
、
午
後
か
ら
油
日
岳
に
登
山
し
て
、
鐘
火
・
祭
杷
を
し
て
翌
朝
夜
明

け
に
下
山
す
る
。
こ
の
鎮
火
は
カ
ン
テ
ラ
に
移
し
て
、
油
日
神
社
に
持
ち
帰

る
。
九
月
一
一
一
一
日
は
「
大
宮
ご
も
り
」
で
、
九
地
区
の
氏
子
ら
が
合
計
千
人
ほ

ど
、
油
日
神
社
に
参
集
す
る
。
こ
の
大
宮
ご
も
り
で
は
岳
ご
も
り
の
鐘
火
が
用

い
ら
れ
る
。
現
在
は
祭
杷
の
後
、
夜
七
時
に
産
会
し
て
一
一
一
時
頃
に
は
解
散
す

る
が
、
以
前
は
夜
明
け
ま
で
油
日
神
社
境
内
に
龍
も
っ
て
い
た
と
い
う
(
二
O

一
O
年
二
一
月
七
日
の
聞
き
取
り
調
査
)
。

(
却
)
武
神
と
し
て
信
仰
を
集
め
て
い
た
証
左
と
し
て
、
甲
賀
郡
中
惣
に
よ
る
信

仰
が
あ
げ
ら
れ
る
。
一
五
七
六
(
天
正
四
)
年
、
甲
賀
郡
中
惣
は
「
油
日
大
明

神
え
御
立
願
ノ
事
」
と
い
う
こ
と
で
、
「
百
石
永
代
御
神
領
」
を
寄
進
し
て
い

る
の
で
あ
る
(
天
正
四
年
一
一
月
甲
賀
中
惣
田
地
寄
進
立
願
案
、
山
中
文
書
二

六
一
号
、
「
水
口
町
志
」
下
巻
史
料
編
、
水
口
町
、
一
九
五
九
年
)

0

(
却
)
年
未
詳
川
枯
神
社
々
法
録
(
伴
良
松
家
文
書
二
二
二
号
、
前
掲
注
(
紅
)

『
油
日
神
社
関
係
文
書
調
査
報
告
書
』
、
七
一
一
一
i
七
八
頁
及
び
一
三
五
頁
)
、
宮
島

敬
一
「
戦
国
期
近
江
に
お
け
る
地
域
社
会
と
地
方
寺
社
|
祭
礼
・
神
事
と
奉
加

の
『
政
治
性
』
」
(
『
宗
教
・
民
衆
・
伝
統
|
社
会
の
歴
史
的
構
造
と
変
容

I
」)、

雄
山
間
出
版
、
一
九
九
五
年
、
所
収
)
、
『
甲
賀
市
史
』
六
巻
民
俗
・
建
築
・

石
造
文
化
財
(
甲
賀
市
、
二
O
O
九
年
、
一
一
一
一

1
一
一
一
一
一
頁
)
、
藤
田
和
敏

「
郷
土
と
祭
礼
の
語
る
地
域
社
会
『
甲
賀
忍
者
』
末
育
の
実
像
|
」
(
「
村
の
身

分
と
由
緒
』
、
吉
川
弘
文
館
、
二
O
一
O
年
、
所
収
)
、
及
び
前
掲
注

(
5
)
『日

本
歴
史
地
名
大
系
』
滋
賀
県
の
地
名
(
油
白
神
社
の
項
)
。
以
下
の
大
祭
・
頭
殿

行
列
に
関
す
る
記
述
は
、
こ
れ
ら
の
文
献
に
よ
る
。

【
付
記
】

二
O

一
O
年
コ
一
月
に
お
こ
な
っ
た
現
地
調
査
で
は
、
兵
主
神
社
宮
司
・
井
口
昌

宏
氏
、
中
尾
勘
コ
一
郎
氏
(
佐
目
町
)
ら
若
宮
八
幡
神
社
氏
子
の
方
々
、
望
田
宰
弘

氏
(
締
田
町
)
ら
棚
原
稲
荷
神
社
氏
子
の
方
々
、
京
都
府
立
総
合
資
料
館
・
大
塚

活
美
氏
、
油
日
神
社
宮
司
・
瀬
古
吉
孝
氏
、
東
近
江
市
史
編
纂
室
・
古
山
明
日
香

氏
、
入
所
神
社
役
員
・
伊
勢
田
信
夫
氏
、
甲
賀
市
史
編
纂
室
の
ご
高
配
を
た
ま
わ
っ

た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

な
お
本
稿
に
関
す
る
現
地
調
査
に
は
、
二
O
O
七
i
二
O
O
九
年
度
日
本
学
術

振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究

(C)
「
中
近
世
に
お
け
る
名
主
座
の
分
布

領
域
と
そ
の
外
縁
地
域
の
宮
座
に
関
す
る
村
落
類
型
論
的
研
究
」
(
研
究
代
表
者
・

薗
部
寿
樹
)
の
経
費
を
用
い
た
。
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薗部:近江国における村落神話について

【
英
文
タ
イ
ト
ル
】

斗
町
四
昌
司
任
問
。
同
〈
口

Z
m
g
E
O門
担
向
同
(
U
O

ロロ門司

ω

。zow肘
同
，
O
∞
E
E

{
要
旨
】

本
論
文
は
、
近
江
国
に
お
け
る
村
落
神
話
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に

は
、
蒲
生
郡
相
原
郷
の
捌
原
若
王
子
大
明
神
、
神
崎
郡
佐
白
村
の
塔
お
金
神
、
滋

賀
郡
伊
香
立
荘
の
八
所
大
明
神
、
野
洲
郡
兵
主
郷
の
兵
主
大
明
神
の
事
例
を
考
察

ー
レ
れ
ん
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】

村
落
神
話
、
宮
座
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